
新
編
武
蔵
風
主
記
稿
首
魯
例
義

一
荏
原
郡
は
文
化
十
一
年
草
定
し
、
文
政
十
年
改
側
を
加
ふ
．
就

中
三
日
・白
金
。目
黒
呂
¨
川
の
地
は
、　
追
て
捜
索
し
て
補
入
す

る
所
な
れ
は
、
記
中
文
化
後
の
憂
革
も
有
べ
し
、
叉
初
草
せ
し

時
【
和
名
妙
口
郡
郷
の
次
序
に
猿
て
。南
を
首
と
し
て
記
し
始
む
っ

今
姑
因
循
ず
、
故
に
豊
葛
二
郡
と
例
を
異
に
す
「
覧
者
謝
る
た

と
勿
れ
、

一
橘
樹
郡
は
文
化
十
三
年
成
。
亦
南
を
首
と
し
北
を
尾
と
す
、
下

の
久
良
岐
同
．

一
久
良
岐
郡
は
文
化
七
年
起
業
の
始
試
に
作
る
所
、
證
例
尤
疎
な

る
と
以
て
、
文
政
十
年
再
訂
捨
加
す
．

一
都
筑
郡
は
文
化
十
三
年
編
成
、
文
政
十

一
年
頗
改
正
す
．

一
多
磨
郡
は
文
化
中
郡
人
原
胤
敦
別
に
命
を
受
て
編
纂
し
．
文
政

五
年
献
す
．
鎧
例
自
餘
の
記
と
自
異
か
如
き
は
、
一
手
に
出
さ

れ
は
な
り
ぅ
下
の
高
麗
・秩
父
二
郡
亦
然
．

一
足
立
郡
は
文
政
五
年
成
，

一
新
座
郡
は
久
良
岐
に
経
て
作
、
時
に
朝
鮮
聘
使
の
至
に
逢
て
、

総
裁
臣
衡
一奉
命
封
州
に
赴
く
、
故
を
以
て
毎
事
便
な
ら
す
、
土

信
・純
庸
等
私
に
編
纂
の
事
を
謀
し
て
、中
紳
守
節
専
営
し
て
賛

成
せ
り
、
故
に
文
政
十
一
年
再
校
を
経
と
い
へ
と
も
、
猛
ず
略

を
免
さ
る
へ
し
，

一
人
間
郡
は
文
政
三
年
成
、

一
高
麗
郡
は
原
胤
敦
草
を
起
し
、
牛
途
に
し
て
致
仕
す
、
因
て
男

胤
廣
命
を
受
け
共
業
を
繊
、
文
政
五
年
成
「

一
比
企
郡
は
文
政
四
年
、
横
見
・埼
玉
二
郡
は
文
政
六
年
、
大
塁
・

男
会
・幡
羅
・榛
澤
・那
賀
・兄
玉
・加
美
七
郡
は
皆
文
政
七
年
成
．

一
秩
父
郡
は
原
胤
廣
編
し
、
文
政
八
年
成
．

一
奮
本
【
武
蔵
風
土
記
】
の
成
書
大
抵
天
干
七
八
年
の
事
な
ら
ん
に

は
、
勅
後
二
十
四
五
年
の
後
初
て
稿
本
を
奉
ｔ
な
り
、
天
干
今

を
距
こ
と
千
八
十
餘
年
、
帝
工
世
を
偉
ふ
る
こ
と
七
十
六
、
残

快
の
壼
餘
悉
考
擦
由
な
し
、
保
元
干
治
以
下
兵
革
の
事
起
、
尋

て
文
治
以
来
政
武
家
よ
ウ
『

四
百
餘
年
の
間
天
下

一
治

一
乱
、

し
は
々
々
兵
贅
に
逢
て
文
献
の
徴
に
乏
し
、
今
御
営
代
昇
千
二

百
年
の
事
蹟
縄
に
蒐
羅
す
へ
く
し
て
、
勝
國
以
前
に
至
て
は
所

見
甚
稀
な
り
、
起
業
以
後
既
に
二
十
年
、
極
て
功
力
を
蓋
す
と

い
へ
と
も
猪
漏
腕
を
免
さ
る
へ
し
．


